
 

 

 札幌圏都市計画用途地域の変更（石狩市決定） 

 都市計画用途地域を次のように変更する。 

種  類 面  積 
建築物の 

容 積 率 

建築物の

建蔽率 

外壁の後

退距離の

限度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物 

の高さ 

の限度 

その他 

及び 

備 考 

第 一 種 低層 

住居専用地域 

 

（小 計） 

約  196ha 

約 431ha 

 

約 627ha 

6/10 以下 

8/10 以下 

 

 

4/10 以下 

5/10 以下 

 

 

1.0ｍ 

1.0ｍ 

 

 

― 

 

 

10ｍ 

10ｍ 

 

 

7.0％ 

15.5％ 

 

22.5％ 

第 二 種 低層 

住居専用地域 
約   74ha 8/10 以下 5/10 以下 1.0ｍ ― 10ｍ 2.6％ 

第一種中高層 

住居専用地域 
約  152ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 5.5％ 

第二種中高層 

住居専用地域 
約  107ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 3.8％ 

第 一 種 

住 居 地 域 
約  73ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 2.6％ 

第 二 種 

住 居 地 域 
約   33ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 1.2％ 

準 住 居 地域 約   26ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 0.9％ 

近隣商業地域 約   61ha 20/10 以下 8/10 以下 ― ― ― 2.2％ 

商 業 地 域 約   19ha 40/10 以下 8/10 以下 ― ― ― 0.7％ 

準 工 業 地域 約  567ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 20.4％ 

工 業 地 域 約  306ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 11.0％ 

工業専用地域 約  741ha 20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 26.6％ 

合  計 約 2,786ha 
     

100.0％ 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由 

 緑苑台地区では、幹線道路沿道に専用住宅のほか、生活利便施設として小規模な日用品店舗等の立地を

可能とし、宅地造成箇所に近接するコミュニティセンター用地及び旧浄水場用地に集会所や保育所のほか、

中規模な店舗や事務所等のコミュニティ機能を有する施設の集積を図るため、用途地域の変更を行う。 

 


